
 

 

 

【休 園 日】 日曜日・祝日・年末年始(１２月２９日～１月３日)  

 

 【保育時間】 月曜日～金曜日 ７：００～ １９：００ 

(１８：００以降延長保育) 

土曜日      ７：００～ １８：００ 

        土曜保育のご利用は、両保護者が就労の場合のみとさ

せていただきます。 

【延長保育】 月曜日～金曜日 １８：００～１９：００（別途料金） 

 

 【対象年齢】 生後３ヶ月～就学前  

 

 【その他】 

♦離乳食は後期以降を提供しています。 

♦英語・体操・リトミックなど専属の講師による楽しい教室が 

 あります。 

♦当園は賠償責任保険・傷害保険に加入しております。 

      ※保険については適用範囲内での対応になります。 

【保険の種類・保険事故及び保険の種類】 

 

 

【ご利用料金】  

月極保育料金表（月～土）７：００～１８：００ 

 会社申込（従業員枠） 一般申込（地域枠） 

０ 歳 児 
３３，３００円 

非課税世帯 無償化０円 

３７，１００円 

非課税世帯 無償化０円 

１・２歳児 
３３，２００円 

非課税世帯 無償化０円 

３７，０００円 

非課税世帯 無償化０円 

３ 歳 児 無 償 化（２６，６００円） 

４・５歳児 無 償 化（２３，１００円） 

教育充実費 
０歳児：２，０００円  1 歳児以上：３，０００円 

（リトミック、英語、体操） 

給 食 費     ３・４・５歳児：６，５００円 

延 長 料  ３０分：３００円   

おむつ処理代 200 円（0 歳～2 歳児） 

５０円（3 歳児～希望者のみ） 

一時預かり料金表、病児保育料金表 裏面参照 

スポーツ保険負担金 年額 300 円 延長保育の月申込は裏面参照 

♦保育料は、翌月分を前月末に振込みでお願いいたします。 

♦兄弟・姉妹の場合は下のお子様の保育料を半額にさせて頂きます。 

♦その他保育にかかわる費用が発生する場合があります。 

♦延長料金は、降園時に現金でお支払いください。 

♦園児が 3 歳未満で両保護者が非課税の場合は無償化の対象となり 

ます。 

♦３・４・５歳児の保育の必要性を認められる世帯は、無償化の対象 

となります。 

 ♦保育料を 2 か月滞納すると翌月より退園となります。 

 傷害保険 賠償責任保険 

 

保険事故

及び金額 

死亡・後遺障害  ４ 百 万 円 死亡・怪我 

５千万円 

一事故上限 

４ 億 円 

入   院    ４，０００円／日 

通   院    ５，０００円／日 



※事前登録必要・要予約・延長保育なし 

開 設 時 間 

8：30～17：30 

1 日保育 

8：30～17：30 

半日保育 

（8：30～13：00） 

（13：00～17：30） 

０ 歳 児 ３，０００円 １，５００円 

１歳児～小学６年生 １，５００円 １，０００円 

月極保育利用園児 １，０００円 ５０ ０円 

０ 歳 児 １ 時 間 ５０ ０円 

１ 歳 児 以 上 １ 時 間 ３０ ０円 

♦病状把握の為、医療機関を受診後、薬を持参ください。 

♦病気によっては、お預かりできない場合があります。 

♦健康状態の急変などの際はお迎えをお願いする場合があります。 

♦料金は、登園時に現金でお支払いください。 

※事前登録必要・要予約・延長保育なし

開 設 時 間 

8：30～17：30 

1 日保育 

8：30～17：30 

半日保育 

（8：30～13：00） 

（13：00～17：30） 

０ 歳 児 ２，５００円 ２，０００円 

１歳児以上 １、５００円 １，０００円 

０ 歳 児 １ 時 間 ５０ ０円 

１・２歳児 １ 時 間 ３０ ０円 

３・４・５歳児 １ 時 間 ２０ ０円 

給 食 費 給食費：３５０円  おやつ代：１００円 

♦定員に空きがあれば当日のご利用承ります。 

♦緊急の場合は、お迎えをお願いする場合があります。 

♦リフレッシュタイムや育児の負担軽減にもご利用いただけます。               

♦料金は、登園時に現金でお支払いください。 

※ご利用月の前月末に申込書を提出してください。 

 

 
 

 

 

  

   

 

1 ヶ月延長保育 延長時間 料金 

Ａ  型 １８：００～１９：００ ４，０００円 

Ｂ  型 １８：００～１８：３０ ２，０００円 

小坂園/〒790-0963 

住  所：愛媛県松山市小坂二丁目１番３２号 

ＴＥＬ：０８９－９６１－４４４５ 

 

施設管理責任者 株式会社ＭＳＴ 

代 表 取 締 役 藤 家  祐 介 


